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五

五

て
申
告
・
納
付
し
ま
す
。

　

個
人
が
１
年
間
に
得
た
所
得
金
額

に
応
じ
て
か
か
る
税
金
で
す
。

確
定
申
告
が
必
要
な
人

【
自
営
業
者
な
ど
】

▽
事
業
を
営
ん
で
い
る
人

▽
農
業
に
よ
る
所
得
が
あ
る
人

▽
不
動
産
所
得
が
あ
る
人

▽
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
人

　

右
記
に
該
当
す
る
人
の
う
ち
、
平

成
25
年
分
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が

所
得
控
除
（
扶
養
控
除
な
ど
）
の
合

計
額
を
超
え
る
人

【
給
与
所
得
者
】（
会
社
員
な
ど
）

▽
給
与
収
入
が
２
０
０
０
万
円
を
超

え
る
人

▽
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
得
て
い

る
人

▽
給
与
所
得
お
よ
び
退
職
所
得
以
外

の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万

円
を
超
え
る
人

▽
退
職
金
の
支
払
い
を
受
け
た
際

に
、
申
告
書
を
提
出
し
な
か
っ

た
た
め
20
％
の
税
率
で
源
泉
徴

収
さ
れ
た
人
で
、
そ
の
額
が
正

規
の
税
額
よ
り
少
な
か
っ
た
人

【
そ
の
他
確
定
申
告
が
必
要
な
人
】

▽
医
療
費
控
除
や
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と

す
る
人

▽
居
住
用
財
産
を
譲
渡
し
た
場
合

の
特
別
控
除
（
３
０
０
０
万
円
）

の
特
例
な
ど
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
人

【
年
金
所
得
者
に
係
る
確
定
申
告
不

要
制
度
】

　

公
的
年
金
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
公
的

年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所

得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場

合
に
は
、
確
定
申
告
の
必
要
は
あ

◉
贈
与
税･

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
の
申
告

申
告
と
納
税
期
限

▽
贈
与
税
／
３
月
17
日
㈪
ま
で

▽
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
／
３
月
31
日
㈪
ま
で

◉
確
定
申
告
に
関
す
る
電
話
相
談
は「
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」へ

　

税
務
署
に
お
掛
け
い
た
だ
い
た
電
話
は
、
す
べ
て
自
動
音
声
案
内
に

よ
り
、
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
従
っ
て
「
０
」
を

押
し
て
く
だ
さ
い
。

ダ
イ
ヤ
ル
／
☎
３
７-

３
１
２
１

開
設
期
間
／
３
月
17
日
㈪
ま
で

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

※
土･

日
曜
日
と
祝
日
を
除
く
。

◉
手
続
き
簡
単
納
税
は
便
利
な
口
座
振
替
で

　

口
座
振
替
を
利
用
す
れ
ば
、
納
期
の
た
び
に
金
融
機
関
な
ど
へ
出
掛

け
る
手
間
が
省
け
て
、
大
変
便
利
で
す
。

持
ち
物
／
必
要
事
項
を
記
入
し
、
金
融
機
関
へ
の
届
出
印
を
押
印
し
た

「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
」

申
し
込
み
／
金
融
機
関
ま
た
は
税
務
署
へ

申
告
期
限

▽
申
告
所
得
税
／
３
月
17
日
㈪
ま
で

▽
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
／
３
月
31
日
㈪
ま
で

◉
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電
子
申
告
「
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー

ナ
ー
」

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用

す
れ
ば
、
必
要
事
項
と
金
額
を
入
力
す
る
だ
け
で
、
後
は
自
動
で
計
算

し
て
く
れ
ま
す
。
金
額
に
間
違
い
が
あ
っ
て
も
、
入
力
し
た
数
字
を
訂

正
す
る
だ
け
な
の
で
簡
単
で
す
。
作
成
（
入
力
）
し
た
申
告
書
は
、
印

刷
す
れ
ば
そ
の
ま
ま
確
定
申
告
書
と
し
て
提
出
・
郵
送
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
送
信
す
れ
ば
、
自
宅
に
い
な
が
ら
申
告

問
島
田
税
務
署 

☎
３
７-

３
１
２
１　

税
務
課
市
民
税
係 

☎
３
６-

７
１
４
０

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
、
市
・
県
民
税
な
ど
の

確
定
申
告
は 

正
し
く 

お
早
め
に
�

申
告
は
、

２
月

17  
日
㈪
か
ら

３
月

17  
日
㈪
ま
で
に
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

　

確
定
申
告

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

所
得
税
及
び

　

復
興
特
別
所
得
税
の
申
告

と
き
／
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
／
プ
ラ
ザ
お
お
る
り
第
１
多

目
的
室
（
１
階
）

駐
車
場
／
市
役
所
駐
車
場
・
税
務
署

駐
車
場
・
プ
ラ
ザ
お
お
る
り
駐

車
場

※
申
告
書
の
作
成
に
時
間
を
要
し
ま

す
の
で
、
午
後
４
時
ま
で
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

※
申
告
受
付
終
了
時
間
は
、
混
雑
の

状
況
に
よ
り
早
ま
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

※
駐
車
台
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
、
な
る
べ
く
公
共
交
通
機
関

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
申
告
期
限
の
間
際
は
、
受
付
窓
口

が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
申
告
は

早
め
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

※
平
成
25
年
分
か
ら
、
東
日
本
大
震

災
被
災
地
支
援
の
た
め
、
復
興

特
別
所
得
税
を
所
得
税
と
併
せ
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⑩
還
付
金
が
あ
る
人
は
、
預
金
口
座

番
号
（
本
人
名
義
）
の
分
か
る

も
の

【
川
根
支
所
】 

大
会
議
室
（
２
階
）

　

２
月
18
日
㈫
・
19
日
㈬

【
金
谷
庁
舎
】 

大
会
議
室
（
３
階
）

　

２
月
20
日
㈭

※
各
会
場
と
も
午
前
９
時
30
分
〜
午

後
３
時
、
た
だ
し
正
午
〜
午
後

１
時
を
除
く
。

※
収
支
内
訳
書
を
必
要
と
す
る
所
得

（
営
業･

農
業･

不
動
産
所
得
な

ど
）
や
譲
渡
所
得
（
土
地･

建

物
、
株
式
な
ど
）
の
あ
る
人
は
、

申
告
会
場
（
プ
ラ
ザ
お
お
る
り
）

で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

島
田
税
務
署
管
内
青
色
申
告
会
で

は
、
日
常
の
記
帳
か
ら
決
算
申
告
ま

で
、
事
業
所
得
・
農
業
所
得
・
不
動

産
所
得
な
ど
、
税
に
関
す
る
こ
と
を

サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
26
年
１
月
か
ら
は
、
白
色
申

告
者
も
記
帳
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
の

で
、
青
色
申
告
者
・
白
色
申
告
者
の

ど
ち
ら
の
人
も
、
お
悩
み
な
ど
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
電
話
／ 

☎
３
７-

３
９
１
８

問
島
田
税
務
署
管
内
青
色
申
告
会 

事
務
局

③
事
業
所
得
な
ど
の
収
支
内
訳
書

（
白
色
申
告
者
）、
青
色
申
告
決

算
書
（
青
色
申
告
者
）

④
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険

料
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
（
長

寿
医
療
）
保
険
料
の
納
付
証
明
書

⑤
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書

⑥
生
命
保
険
料
の
控
除
証
明
書

※
平
成
24
年
分
か
ら
、
新
た
に
介

護
医
療
保
険
料
控
除
が
設
け

ら
れ
、
合
計
適
用
限
度
額
が
、

12
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

⑦
地
震
保
険
料
の
控
除
証
明
書

※
平
成
18
年
末
ま
で
に
契
約
し
た

旧
長
期
損
害
保
険
契
約
は
、
控

除
対
象
で
す
。

⑧
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、

支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
や
、

保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金

額
（
見
込
額
を
含
む
）
の
明
細

書
な
ど

⑨
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
る
人
は
「
家
屋
の
登
記
事
項

証
明
書
」「
住
民
票
の
写
し
」「
請

負
契
約
書
ま
た
は
売
買
契
約
書

の
写
し
」「
住
宅
取
得
資
金
に
係

る
借
入
金
の
年
末
残
高
等
証
明

書
」「
補
助
金
な
ど
の
額
を
証
す

る
書
類
」
な
ど

※
所
得
税
か
ら
引
き
き
れ
な
い
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
額
が
あ

る
場
合
は
、
平
成
26
年
度
市
・

県
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
（
平

成
19
年
・
20
年
の
入
居
者
は
対

象
外
）。

り
ま
せ
ん
。

※
た
だ
し
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

確
定
申
告
が
不
要
な
人
で
も
、
次
に

該
当
す
る
人
は
市･

県
民
税
の
申
告

が
必
要
で
す
。

【
市･

県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人
】

　

平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
、
島
田

市
に
居
住
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人

▽
平
成
25
年
中
に
、
営
業･

農
業･

不
動
産
な
ど
、
給
与
以
外
の
所
得

が
あ
っ
た
人

▽
平
成
25
年
中
に
、
年
金
収
入
が

あ
っ
た
人
で
、
社
会
保
険
料
や
配

偶
者
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
人

▽
昨
年
、
途
中
で
退
職
し
、
平
成
26

年
１
月
１
日
現
在
、
就
職
し
て
い

な
い
人

▽
事
業
所
か
ら「
給
与
支
払
報
告
書
」

が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
人

①
印
鑑
、申
告
書
（
郵
送
さ
れ
た
人
）

※
申
告
書
が
送
付
さ
れ
な
か
っ
た
人

は
、
申
告
会
場
に
用
意
し
て
あ
り

ま
す
。

②
給
与
所
得
や
公
的
年
金
等
の
源
泉

徴
収
票
（
原
本
）

を
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム「
ｅ–

Ｔ
ａ
ｘ
」
の
事
前
手
続
き
が
必
要
で
す
）。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

:http://w
w

w
.nta.go.jp/index.htm

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
市
民
税
」ペ
ー
ジ
か
ら
も
リ
ン
ク
し
て
い
ま
す
。

:http://w
w

w
.city.sh

im
ada.sh

izuoka.jp/sh
im

in
zei/

sim
inzei.htm

l

電
子
申
告
の
特
徴

　

①
添
付
書
類
の
提
出
省
略

　

②
還
付
金
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー

　

③
24
時
間
受
け
付
け

電
子
申
告
に
必
要
な
も
の
／
（
推
奨
環
境
を
満
た
し
た
）
パ
ソ
コ
ン
、

電
子
証
明
書
（
住
基
カ
ー
ド
）、
IC
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ

◉
郵
送
で
も
申
告
で
き
ま
す

郵
送
先

　

〒
４
２
７-

８
６
０
１　

島
田
市
扇
町
２
番
の
２　

島
田
税
務
署

◉
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
説
明
会

　

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
マ
イ
ホ
ー
ム
を
新
築
・
購
入
・
増
改

築
な
ど
を
し
た
人
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
確
定
申
告
を
す
る

こ
と
で
所
得
税
の
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
」
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
土
地
取
得
の
た
め
の
借
入
金
も
対
象
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

説
明
会
当
日
は
、
申
告
書
の
提
出
も
で
き
ま
す
。
控
除
の
要
件
、
提

出
書
類
な
ど
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
島
田
税
務
署
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
地
区
／
島
田
市
、
川
根
本
町

と
き
／
２
月
４
日
㈫

　

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

と
こ
ろ
／
プ
ラ
ザ
お
お
る
り
大
会
議
室
（
３
階
）

※
「
と
き
・
と
こ
ろ
」
は
、
両
地
区
共
通
で
す
。

※
午
前
、
午
後
と
も
同
じ
内
容
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
、
開
始
時
間
ま
で
に

会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

市
・
県
民
税
の
申
告

　

出
張
申
告
の
お
知
ら
せ

　

申
告
に
必
要
な
も
の

　

青
色
申
告
会
へ
の
相
談


